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事 業 番 号
（ 令 和 ３ 年 度 ）

22

事 業 番 号
（ 令 和 ２ 年 度 ）

26

目的及び必
要性

（何のため）

対象
（誰／何を
対象に）

事務・事業
のスキーム
（決定スキー
ムを含む）

実施
体制

30年度予算額
（千円）

令和２年度
予算額
（千円）

3,398,785
令和３年度

予算額
（千円）

3,057,009

30年度決算額
（千円）

令和２年度
決算額
（千円）

3,206,305

30年度
予算執行率

（％）

令和２年度
予算執行率（％）

94.3%

Ａ

84.3

令和元年度評価と
それを踏まえた

令和３年度事業の
見直し

令和元年度評価 成果目標を達成しているところであり、引き続き施策を継続

　令和３年度
　　雇用勘定予算額
　　　　　　　　　　　0　（千円）
　　一般勘定予算額
　　　　　　　　　　　0　（千円）
※予算執行率は行政経費を
　　考慮していない。

29年度
予算執行率

（％）
77.7 43.8

令和元年度
予算執行率

（％）

29年度決算額
（千円）

708,040 918,810
令和元年度

決算額
（千円）

2,170,504

事
業
／
制
度
概
要

時間外労働の上限規制等を定めた改正労働基準法が平成31年４月より施行されており、その定着を図る必要がある。労働時間が週60時間以
上の労働者は、横ばいで推移するとともに、脳・心臓疾患、精神障害に係る労災認定件数が高水準で推移するなど、依然として恒常的な長時
間労働の実態が認められることから、長時間労働・過重労働を解消・抑制することにより労働者の健康障害防止を図る必要がある。
本事業は、長時間労働の抑制、過重労働の解消対策を推進するものであり、脳・心臓疾患、精神障害に係る労災の発生防止を図るものである
ことから社会復帰促進等事業で行う必要がある。

事業主

　時間外労働及び休日労働に関する協定（36協定）について、時間外及び休日労働協定点検指導員による窓口指導等を行うとともに、届出さ
れた３６協定について、委託業者にて入力・集計を行う。(①)。また、長時間労働抑制及び過重労働防止のためのパンフレット等を作成する
（②）。36協定未届事業場に対し自主点検を実施するとともに、労働者を雇用する上で必要な労働時間、休日、賃金等の基本的な労務管理の
知識や安全衛生管理の知識の習得が必要と考えられる事業場に対し、専門家によるセミナー及び個別訪問を行う。また、具体的事例を交え
て、過重労働による労働者の健康障害防止に特化したセミナーを開催する（③）。その他、労働条件に関する相談ができる「労働条件相談ほっ
とライン」の設置（④）、労働条件ポータルサイトの運営（⑤）、大学や高校等での法令等の周知啓発の実施（⑥）、労働法教育に関する指導者
用資料の作成・配布（⑦）、問題事業場の把握につなげるインターネット監視（⑧）による労働条件に係る情報収集事業を行う。

①については、労働基準監督署及び（株）綜合キャリアオプション、②、③については、キムラユニティー(株)、④については（株）東京リーガルマ
インド　⑤については（株）廣済堂、⑥については（公）全国労働基準関係団体連合会、⑦についてはランゲート（株）⑧については、（株）廣済堂
にて実施。

29年度予算額
（千円）

911,249 2,097,742
令和元年度

予算額
（千円）

2,574,739

（労働基準局監督課）

事業名 働き方改革の実現に向けた労働時間の上限規制の定着による長時間労働の抑制等のための取組

事業の別 安全衛生確保等事業（根拠法令　労働者災害補償保険法第29条第1項第3号)
担当係

特定分野労働
条件対策係

実施主体 労働基準監督署、民間団体等

- 42-- 42-



令和３年度目標
（アウトカム指標）

①36協定の点検件数を700,000件以上とする。
③基礎セミナーに参加した事業場へのアンケートにおいて、現状労務管理に問題があった事業場が１年以内に改善を実施すると回答した割合
を70％以上とするとともに、過重労働セミナーにおいて実施したアンケートの内、80％以上から講義内容全体について「まあ良かった」以上の回
答を得る。
④「労働条件相談ほっとライン」の利用者に対して電話相談への満足度を聴取し、70％以上から満足であった旨の回答を得る。
⑤労働条件ポータルサイトにおける「確かめよう労働条件」の有用度を利用者に対してアンケートし、80％以上から役に立った旨の回答を得る。
⑥大学等において実施するセミナーの受講者にセミナー全体の有用度についてアンケートを実施し、80％以上から有用であった旨の回答を得
る。
⑦指導者を対象にして実施するセミナーの受講者アンケートにおいて、80％以上から有用であった旨の回答を得る。

令和３年度目標
（アウトプット指標）

①受託者宛てに送付された36協定について、全数の入力・集計・分析を行う。
②過重労働解消周知・啓発用のパンフレットを160,000部作成・配付し、過重労働の解消に努める。
③基礎セミナー・過重セミナーの周知に関し、基礎セミナー499,530部、過重セミナー319,700部のリーフレットの作成・配布を行う。
④1月平均4,600件以上の相談を受け付ける。
⑤労働条件ポータルサイトにおける「確かめよう労働条件」へのアクセス件数を1月平均53,000件以上とする。
⑥大学等でのセミナー周知に関し、100,000部のリーフレットの作成・配布を行う。
⑦高校・大学・自治体担当者向け指導者用資料の活用方法に係る動画を作成し、10,000箇所以上（高校・大学等）に周知を行う。
⑧インターネット監視による問題事業場の労働局等への情報提供を月平均40件以上とする。

令和３年度
事業概要

　時間外労働及び休日労働に関する協定（36協定）について、時間外及び休日労働協定点検指導員による窓口指導等を行うとともに、届出さ
れた３６協定について、委託業者にて入力・集計を行う。(①)。また、長時間労働抑制及び過重労働防止のためのパンフレット等を作成する
（②）。36協定未届事業場に対し自主点検を実施するとともに、労働者を雇用する上で必要な労働時間、休日、賃金等の基本的な労務管理の
知識や安全衛生管理の知識の習得が必要と考えられる事業場に対し、専門家によるセミナー及び個別訪問を行う。また、具体的事例を交え
て、過重労働による労働者の健康障害防止に特化したセミナーを開催する（③）。労働者等に対し、改正法等の周知のため、「労働条件相談
ほっとライン」の設置（④）、労働条件ポータルサイトの運営（⑤）、大学や高校等での法令等の周知啓発の実施（⑥）、労働法教育に関する指導
者用資料の作成・配布（⑦）、問題事業場の把握につなげるインターネット監視（⑧）による労働条件に係る情報収集事業を行う。

アウトプット
指標

①受託者宛てに送付された36協定について、
全数の入力・集計・分析を行う。
②過重労働解消周知・啓発用のパンフレットを
160,000部作成・配付し、過重労働の解消に努
める。
③基礎セミナー・過重セミナーの周知に関し、
基礎セミナー490,830部、過重セミナー427,630
部のリーフレットの作成・配布を行う。
④1月平均4,600件以上の相談を受け付ける。
⑤労働条件ポータルサイトにおける「確かめよ
う労働条件」へのアクセス件数を1月平均
53,000件以上とする。
⑥大学等でのセミナー周知に関し、170,000部
のリーフレットの作成・配布を行う。
⑦高校・大学・自治体担当者向け指導者用資
料の活用方法に係る動画を作成し、10,000箇
所以上（高校・大学等）に周知を行う。
⑧インターネット監視による問題事業場の労働
局等への情報提供を月平均60件以上とする。

アウトプット
指標
【○】

①全数の入力・集計・分析を行った。
②160,000部のパンフレットの作成・配布を行った。
③基礎セミナー500,000部、過重セミナー430,000部のリーフレットの作
成・配布を行った。
④5,083件
⑤102,034
⑥170,343部
⑦14,966箇所
⑧月平均63.5件
【目標達成の理由】
事業について適切な進捗管理を行ったため。

２年度目標を達成（未
達成）

の理由（原因）
・今後の課題

各事業について適切な進捗管理を行った結果、目標達成できた。今年度も引き続き施策を継続する。

理由（原因）を
踏まえた改善
すべき事項

・今後の課題

引き続き事業の適正な運営に努める。

評価 A 成果目標を達成しているところであり、引き続き施策を継続

２
年
度
目
標

アウトカム
指標

①36協定の点検件数を700,000件以上とする。
③基礎セミナーに参加した事業場へのアン
ケートにおいて、現状労務管理に問題があった
事業場が１年以内に改善を実施すると回答した
割合を70％以上とするとともに、過重労働セミ
ナーにおいて実施したアンケートの内、80％以
上から講義内容全体について「まあ良かった」
以上の回答を得る。
④「労働条件相談ほっとライン」の利用者に対
して電話相談への満足度を聴取し、70％以上
から満足であった旨の回答を得る。
⑤労働条件ポータルサイトにおける「確かめよ
う労働条件」の有用度を利用者に対してアン
ケートし、80％以上から役に立った旨の回答を
得る。
⑥大学等において実施するセミナーの受講者
にセミナー全体の有用度についてアンケートを
実施し、80％以上から有用であった旨の回答を
得る。
⑦指導者を対象にして実施するセミナーの受
講者アンケートにおいて、80％以上から有用で
あった旨の回答を得る。

２
年
度
実
績

アウトカム
指標
【○】

①1,161,931
③基礎セミナーについては、東日本：95%　西日本：89%　中日本：93%で
あった。また、過重労働セミナーについては、東日本：90%　西日本：95%
中日本：93%であった。
④ 92.2%
⑤83.5%
⑥ 84.2%
⑦ 86.8％
【目標達成の理由】
事業について、適切に点検を行い、効果的な事業の運営を行ったた
め。
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令和３年度予算概算
要求の主要事項

との関係

Ⅲ主要事項
第５ ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進
　１ 柔軟な働き方がしやすい環境整備
（２）長時間労働の是正
　④ 長時間労働の是正に向けた監督指導体制の強化等

令和４年度要求に
向けた事業の

方向性
長時間労働の抑制・過重労働の解消を図るため、継続して要求する。

令和３年度目標の
目標設定の理由、
その水準の考え方
（アウトカム指標
設定が困難な場
合はその理由）

①36協定点検指導員については、事業主に対して36協定の適正化を指導するものであり、利用者等のニーズ等に関する実態を把握するため
のアウトプット指標設定にはなじまないことから、アウトプット指標を設定することは困難である。アウトカム目標については、過去５ヵ年の実績
の平均を参考にして設定。
①36協定の入力・集計・分析は、すべての36協定のデータ入力・分析を専門業者に委託し、当該データを指導等に活用するため、36協定の全
数の入力等を行うものであることから、政策効果を測定するアウトカム指標を設定することは困難である。
②過去の実績や予算等を考慮のうえアウトプットを設定した。パンフレット・ポスター等の配付を行うものであるから、政策効果を測定するアウト
カム指標を設定することは困難である。
③セミナーの効果に関しては、参加者の遵法意識の改善をもってその効果を図ることが有効であると考えられるため、改善実施・取り組み実施
のアンケート回答の割合をアウトカム目標とした。また事業の運営においては、広報活動を最大限を行う事が重要であることから、リーフレット
の作成配布数をアウトプット指標とした。
④アウトカム指標とアウトプットについては、新型コロナウイルス感染症の拡大及びその長期化により、相談対応の困難化や、1件あたりの相談
時間が長くなる可能性を考慮し、昨年度同様の指標を設定した。
⑤及び⑥利用者のニーズに合った情報を的確に発信することが重要であることから、アウトカム指標は利用者にとっての有用性とした。
アウトプット指標⑤は、ポータルサイトの利用度を測る目的からアクセス件数とした。
⑥については、事業の運営において広報活動を最大限を行う事が重要であることから、リーフレットの作成配布数をアウトプット指標とした。
⑦平成28年度以降、高校、大学等、若者向けの労働法教育に関する指導者用資料を作成してきたが、各資料が受講者にどれだけ寄与してい
るかを図る指標としてアンケート結果をアウトカム指標として設定した。また、アウトプット指標については、新型コロナウイルス感染症により、セ
ミナー事業の実施が一部困難となる可能性があるため、事業全体の周知として、高校、大学等、若者向けの労働法教育に関する指導者用の
動画につき、周知した箇所数とした。
⑧インターネット監視については、都道府県労働局等において対応すべき問題事業場を把握する等のものであり、利用者等のニーズに関する
実態を把握するアウトカム指標を設定することは困難である。
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事 業 番 号
（ 令 和 ３ 年 度 ）

25

事 業 番 号
（ 令 和 ２ 年 度 ）

29

目的及び必
要性

（何のため）

対象
（誰／何を
対象に）

事務・事業
のスキーム
（決定スキー
ムを含む）

実施
体制

30年度予算額
（千円）

令和２年度
予算額
（千円）

428,518
令和３年度

予算額
（千円）

309,551

30年度決算額
（千円）

令和２年度
決算額
（千円）

225,129

30年度
予算執行率

（％）

令和２年度
予算執行率（％）

67.1

Ａ

アウトプット
指標

・ポータルサイト「あかるい職場応援団」への１
月あたりの平均アクセス件数を160,000件以上
とする。

アウトプット
指標
【×】

・ポータルサイト「あかるい職場応援団」への１月あたりの平均アクセ
ス数は、143,913件であった。

60.3

令和元年度評価と
それを踏まえた

令和３年度事業の
見直し

令和元年度評価 成果目標を達成しているところであり、引き続き施策を継続

２
年
度
目
標

アウトカム
指標

①個別のコンサルティング等を実施した企業の85%
以上から、ハラスメントの予防・解決に向けた取組に
寄与する内容であった旨の回答を頂く。
②雇用均等指導員（均等担当及びパワーハラスメン
ト担当）による男女雇用機会均等法第29条及び労働
施策総合推進法第33条、第36条に基
づく報告徴収等において、助言・指導された事業所
のうち、措置を講じた事業所の割合を93％以上とす
る。

２
年
度
実
績

アウトカム
指標
【○】

①99％
②98.9％

　令和３年度
　　雇用勘定予算額
　　　　　　　638,410　（千円）
　　一般勘定予算額
　　　　　  　　 　　 ０　（千円）
※予算執行率は行政経費を
　　考慮していない。

29年度
予算執行率

（％）
57.9 88.0

令和元年度
予算執行率

（％）

29年度決算額
（千円）

68,804 104,858
令和元年度

決算額
（千円）

198,326

事
業
／
制
度
概
要

　職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等の予防・解決に向けた社会的気運の醸成及び労使の取組支援に加え、各種ハ
ラスメント被害を受けた労働者の精神障害の悪化や再発を防止し、労働者の衛生の確保を図る。
　職場におけるハラスメントは、労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあり、それらを起因とした精神障害による労災申請件数は増加
傾向にある。企業がこれらハラスメントの防止・解決に向けた取組を実施することにより、心身の健康被害を受ける労働者が減少するとともに、
被害を受けた労働者に対しても適切な援助を行うことができるようになる。このことは、労働者の安全及び衛生の確保に資するため、社会復帰
促進等事業で行う必要がある。
　パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理改善の一環として、事業主によるパートタイム労働者・有期雇用労働者の健康管理等の取
組を促進する。
　パートタイム労働者や有期雇用労働者の数が年々増加する中、パートタイム労働者や有期雇用労働者の健康管理については、正社員に対
する取組と比べて十分に行われているとは言えない状況であり、健康管理等の取組を促進することは、労働者の安全及び衛生の確保に資す
るため、社会復帰促進等事業で行う必要がある。

職場のハラスメント被害にあっている労働者、ハラスメント防止対策に取り組む事業主、パートタイム労働者・有期雇用労働者及びパートタイム
労働者・有期雇用労働者を雇用する事業主

　令和２年６月に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」（以下、改正法という）において、職
場におけるパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務化やハラスメント対策を強化したことを踏まえ、改正内容の周知やハラ
スメント対策に係る取組を推進するため、下記の事業を実施する。
①国民及び労使に向けた周知・広報
　ポータルサイトの継続的運営、ポスター、リーフレット、パンフレット等の作成・配布、Web広告、シンポジウムの開催
②企業への個別支援
　職場におけるハラスメント対策の支援を希望する中小企業に対する個別のコンサルティングや企業内研修の実施
③ハラスメント被害者等からの相談対応事業
　フリーダイヤル（夜間・休日を含む）やメールによる相談対応窓口の実施
④中小企業におけるハラスメント相談体制実証事業
　事業主団体等が中小企業の外部相談窓口の受託・運営を行い、相談事例等の収集・分析等により、中小企業における相談体制のあり方の
提言を取りまとめる。
⑤カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業
　企業で活用できるカスタマーハラスメント対策マニュアルの作成・周知
　
　さらに、大・中規模の都道府県労働局に雇用均等指導員（均等担当）や雇用均等指導員（パワハラ対策担当）を設置し、パワーハラスメントや
セクシュアルハラスメント等の被害を受けたことより通院する、若しくはそれに相当する精神状態と思われる労働者からの相談に適切に対応す
るとともに、事業主に対する指導や事業主と労働者間の紛争解決援助等の解決に向けた支援を行う。

　加えて、事業主が、パートタイム労働者・有期雇用労働者に対する健康診断等について認識を深め、パートタイム労働者・有期雇用労働者の
健康管理等に取り組むために、啓発指導を行う。

委託事業については、一般競争入札（総合評価落札方式）を経て、下記の落札者が実施する。
①国民及び労使に向けた周知・広報：株式会社クオラス
②企業への個別支援：東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
③ハラスメント被害者等からの相談対応事業：株式会社東京リーガルマインド
④中小企業におけるハラスメント相談体制実証事業：株式会社東京リーガルマインド
⑤カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業：東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
　大・中規模の都道府県労働局雇用環境・均等部（室）に雇用均等指導員を配置しており、相談対応等業務を実施、さらに厚生労働省本省にお
いて啓発用資料を作成し、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にて周知・啓発等を実施。

29年度予算額
（千円）

172,618 176,336
令和元年度

予算額
（千円）

408,156

（雇用環境・均等局雇用機会均等課、有期・短時間労働課）

事業名 職場におけるハラスメントへの総合的な対応等労働者健康管理啓発等経費

事業の別 安全衛生確保等事業（根拠法令　労働者災害補償保険法第29条第1項第3号)
担当係

啓発指導係・
指導係、有期・
短時間労働係実施主体 厚生労働省本省、都道府県労働局、民間団体
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令和３年度予算概算
要求の主要事項
との関係

Ⅲ　主要事項
第５ ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進
４ 総合的なハラスメント対策の推進
（１）職場におけるハラスメント撲滅対策の集中実施
（２）中小企業へのハラスメント対策取組支援

令和４年度要求に
向けた事業の

方向性

女性活躍推進法、労働施策総合推進法の施行等の状況を踏まえつつ、現下の情勢に鑑み効果的に事業が実施できるよう見直すとともに、新
たな行政課題に対応するところを中心に内容を見直すこととする。
　加えてパートタイム労働者・有期雇用労働者の健康管理等の取組促進については今後も引き続き適正に実施する。

令和３年度目標
（アウトカム指標）

①個別のコンサルティング等を実施した企業の90%以上から、ハラスメントの予防・解決に向けた取組に寄与する内容であった旨の回答を頂く。
②実績を踏まえ、記載予定

令和３年度目標
（アウトプット指標）

・ポータルサイト「あかるい職場応援団」への１月あたりの平均アクセス件数を160,000件以上とする。

令和３年度目標の
目標設定の理由、
その水準の考え方
（アウトカム指標
設定が困難な場
合はその理由）

　令和４年４月より中小企業におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されること、加えてカスタマーハラスメント等望ましい取組として規定
されているハラスメントに対策についても引き続き実施する必要があることから、ハラスメント対策の推進に寄与する取組となるよう指標を設定
予定。

令和３年度
事業概要

・職場のハラスメントの予防・解決に向けた社会的気運の醸成及び労使の取組支援を行う。また、ハラスメントの被害を受けた労働者の精神障
害の悪化や再発を防止し、労働者の衛生の確保を図る。
・事業主が、パートタイム労働者・有期雇用労働者に対する健康診断等について認識を深め、パートタイム労働者・有期雇用労働者の健康管
理等に取り組むために、啓発指導を行う。

２年度目標を達成（未
達成）

の理由（原因）
・今後の課題

コロナの影響により、新規コンテンツの作成が遅れ、掲載が３月下旬になり、周知が不十分であったため。

理由（原因）を
踏まえた改善
すべき事項

・今後の課題

ホームページ内容を充実させるため、コロナ状況もふまえつつ、計画的にコンテンツを作成していく。

評価 B 予算額又は手法等を見直し
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事 業 番 号
（ 令 和 ３ 年 度 ）

32

事 業 番 号
（ 令 和 ２ 年 度 ）

37

目的及び必
要性

（何のため）

対象
（誰／何を
対象に）

事務・事業
のスキーム
（決定スキー
ムを含む）

実施
体制

30年度予算額
（千円）

令和２年度
予算額
（千円）

655,783
令和３年度

予算額
（千円）

965,222

30年度決算額
（千円）

令和２年度
決算額
（千円）

58,637

30年度
予算執行率

（％）

令和２年度
予算執行率（％）

80.2

Ａ

　令和３年度
　　雇用勘定予算額
              1,203,022（千円）
　　一般勘定予算額
　　　　　　　　　　　　　0（千円）
※予算執行率は行政経費を
　　考慮していない。

29年度
予算執行率

（％）
92.3 86.7

令和元年度
予算執行率

（％）

29年度決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

141,107

91.3

令和元年度評価と
それを踏まえた

令和３年度事業の
見直し

令和元年度
評価

成果目標を達成しているところであり、引き続き施策を継続

雇用機会均等課政
策係、雇用機会均等
課母性健康管理係、
総務課雇用環境・均
等システム係、総務
課労働紛争処理業

務室
実施主体 厚生労働省本省、都道府県労働局、（一財）女性労働協会

（雇用環境・均等局雇用機会均等課、総務課、総務課労働紛争処理業務室）

64,527 60,305
令和元年度

決算額
（千円）

65,033

事
業
／
制
度
概
要

１　女性労働者健康管理等対策費
　女性労働者の特性に見合った健康管理対策、特に母性の健康管理指導等を実施し、もって労働災害等の防止を図る。女性労働者及び事業主等に対し情
報提供・周知啓発を実施する本事業は、女性労働者の特性に見合った健康管理対策、特に妊産婦の健康管理指導等を実施することにより、法に基づく事
業主の義務である母性健康管理措置が事業所内で適切に行われ、もって労働災害防止等を図るものであるから、労働者災害補償保険法第29条第１項第３
号で行う必要がある。

２　女性就業支援全国展開事業
　女性就業支援センター等において、働く女性が就業意欲を失うことなく、健康を保持増進し、その能力を伸長・発揮できる環境を全国的に整備するため、全
国の女性関連施設等で行っている女性の健康保持増進のための支援施策が効果的、効率的に実施され、充実が図られることを目的とする。国全体で女性
労働者等の健康保持増進のための支援策を充実させ、また支援策に関するノウハウ・情報を提供することは、労働者の安全及び衛生の確保に資すること
から、労働者災害補償保険法第29条第１項第３号に該当するため、社会復帰促進等事業で行う必要がある。

３　雇用均等行政情報化推進経費
　都道府県労働局雇用環境・均等部（室）における、労働者や事業主からの相談対応等や労使の個別紛争解決援助等の法施行業務について、迅速かつ正
確な事務処理を行い、各種業務処理の効率化及び高度化を図り、労使への対応等の記録を適正に管理し迅速かつ正確な事務処理を行っている。
　一方で、現行の雇用均等行政情報システムでは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）（以下「雇用環境・均等部（室）」という。）の職員・非常勤職員が、
所管の法律に基づく事業主への対応等の記録等を登録しデータベース管理するための「事業場台帳管理機能」の運用を行っているが、令和３年度末に更
改時期を迎えることから、それまでに新しい雇用環境・均等行政情報システム（以下「新システム」という。）の構築が求められている。さらに、新システムの
構築に併せて、現在、総合労働相談コーナーにおいては、年間100万件超の労働相談を紙媒体の相談票で管理しており、電子媒体で管理するための端末
も配付されていないことから、相談件数の高止まりや相談内容の多様化・複雑化を踏まえると、業務の円滑化・効率化のためのシステム化が急務であるこ
と、また、現行システムの事業場台帳管理機能により把握している事業場数が限定的なものとなっているため、労働局内の他システムとの連携によりさらに
充実したものとすることが求められており、これらの課題に対応するための機能の追加も行うこととで、効果的な行政運営を行う事が可能となり、職場環境
改善等、労働者の安全衛生向上に資することから、労働者災害補償保険法第29条第１項第３号に該当するため、社会復帰促進等事業で行う必要がある。

１　女性労働者及び事業主等
２　女性関連施設（地方自治体、男女共同参画センター等）、事業主団体（業界団体、商工会議所・商工会、経営者団体等）、労働組合、女
性団体
３　雇用環境・均等部（室）及び労働基準監督署等に設置された総合労働相談コーナーの職員（非常勤職員も含む）

１　委託事業については、受託者を公募し、一般競争入札（総合評価落札方式）により決定し、母性健康管理専用サイトの運営、広報等によ
り、母性健康管理に関する周知啓発を実施。
２　受託者を公募（一般競争入札（総合評価落札方式））により決定し、以下の業務を委託する。
・働く女性の健康保持増進のための支援施策の実施に関する相談対応及び講師派遣の実施
・全国の女性関連施設等において活用することを目的とした、働く女性の健康保持増進等に関する研修資料の作成及び提供
・働く女性の健康保持増進のための支援施策に関する情報等を提供するホームページの作成・更新等の実施
３　雇用環境・均等部（室）及び総合労働相談コーナーの職員（非常勤職員を含む）が業務に使用するパソコンやプリンタの賃貸借料及び、
グループウェアやメール等を利用するための利用料を負担。
・所管の法律に基づく事業主への対応等の記録等をデータベース管理するための「事業場台帳管理システム」を運用。
・新システムの機能構築に向けた設計・開発

１　委託事業については、民間団体に委託して実施。
２　受託者を公募（一般競争入札（総合評価落札方式））により決定の上、事業実施。（令和3年度：（一財）女性労働協会）
３　厚生労働省本省による直接実施。

29年度予算額
（千円）

189,695 144,490

事業名 女性就業支援・母性健康管理等対策費

事業の別 安全衛生確保等事業（根拠法令　労働者災害補償保険法第29条第1項第3号)

担当係
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令和３年度目標
（アウトカム指標）

１　メールによる相談者でアンケートに回答した者のうち、相談者に対する回答が役に立ったとした者の割合95％以上
２（１）働く女性の健康保持増進のための支援施策に関する相談を利用したことで、セミナー・研修会の企画運営方法や働く女性の身体やこ
ころの健康問題に関する知識・ノウハウの取得など、理解が得られたとする者の割合95％以上
（２）働く女性の健康保持増進に関する講師派遣を利用した者のうち、｢受講したことが実際にセミナー・研修会等の企画運営に役に立った｣と
する者の割合95％以上
３　業務システム最適化実施前に比べて年間216.6人日以上の業務処理時間の削減を図る。

令和３年度目標
（アウトプット指標）

１　母性健康管理サイトのアクセス数を300万件とする。
２（１）働く女性の健康保持増進に関する相談件数600件以上
（２）働く女性の健康保持増進に関するセミナーの開催回数47回
３　システム稼働率99.9%以上

令和３年度
事業概要

１～２について、令和２年度と同様。
３　令和２年度と同様であるが、新システム構築・運用にあたり、総合労働相談コーナーにおける新システムの端末の配付、新システムの運
用・保守体制の構築等を行い、雇用環境・均等部（室）及び総合労働相談コーナーにおける各種業務の効率化及び高度化を図る。

アウトプット
指標

１　母性健康管理サイトのアクセス数を250
万件とする。
２（１）働く女性の健康保持増進に関する相
談件数600件以上
（２）働く女性の健康保持増進に関するセミ
ナーの開催回数47回
３　システム稼働率99.9%以上

アウトプット
指標

【１・３〇、２（１）
（２）×、３○　】

 １　5,780,649件
 ２　（１）576件、（２）21件
 ３　システム稼働率100％

２年度目標を達成（未
達成）

の理由（原因）
・今後の課題

【アウトカム指標】
１　目標値は達成しなかったものの非常に近い値となっているところではあるが、アンケートで「役に立たなかった」と回答された案件には、相
談者の期待に応えきれない相談もあるが、的確に回答しきれなかったものもあったため。
２　目標値は達成しなかったものの非常に近い値となっているところではあるが、アンケートでは「役に立たなかった」「どちらともいえない」と
回答された案件には、相談者の求める情報が提示できなかったものもあったため。
３　雇用均等業務の業務システム最適化計画に基づいた整備・運用を行った結果、目標を達成したため。

【アウトプット指標】
１　様々な広告手法を用いて母性健康管理専用サイトの周知を図り、認知度を高めたため。
２　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、セミナー予約のキャンセルが多数発生し、実施回数が低下した（新型コロナ感染症拡大
防止を理由とするセミナーキャンセル回数：27回）。また、セミナーの開催が自粛されたことに伴い、セミナーに関する相談件数が減少した。
３　雇用均等業務の業務システム最適化計画に基づいた整備・運用を行った結果、目標を達成したため。

理由（原因）を
踏まえた改善
すべき事項

・今後の課題

１　メールによる相談について、的確な回答ができるよう改善を図ることが課題である。
２　女性の就労支援の全国的な底上げという目的を達成するため、未利用者・地域へのより一層の周知を行うとともに、オンラインセミナー
等、新たな利用手段の提供が課題となる。また、コロナ禍における働き方等、利用者のニーズに応じた情報提供を行っていくことが課題であ
る。
３　ハードウェア及びソフトウェアともに大きな障害を発生させることなく運用できた結果、目標を達成した。

評価 D 未達成要因を分析の上、事業廃止又は厳格な見直しが必要

１　94.4％（令和２年度におけるメールによる相談者でアンケートに回
答があった72件のうち、役に立ったとした件数68件）
２　（１）94.9％（相談を利用した団体576者のうち、「理解が得られた」
「概ね理解が得られた」と回答した団体が547者）
（２）100％（講師派遣を受けた団体21者のうち、事業の企画運営に「非
常に役に立った」と回答した団体が21者）
３　最適化計画どおり、年間216.6人日分の業務処理時間の削減がで
きている。

２
年
度
目
標

アウトカム
指標

１　メールによる相談者でアンケートに回答
した者のうち、相談者に対する回答が役に
立ったとした者の割合95％以上
２（１）働く女性の健康保持増進のための支
援施策に関する相談を利用したことで、セミ
ナー・研修会の企画運営方法や働く女性の
身体やこころの健康問題に関する知識・ノウ
ハウの取得など、理解が得られたとする者
の割合95％以上
（２）働く女性の健康保持増進に関する講師
派遣を利用した者のうち、｢受講したことが実
際にセミナー・研修会等の企画運営に役に
立った｣とする者の割合95％以上
３　業務システム最適化実施前に比べて年
間216.6人日以上の業務処理時間の削減を
図る。

２
年
度
実
績

アウトカム
指標

【１・２（１）×、２
（２）〇、３○】
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令和３年度予算概算
要求の主要事項

との関係

Ⅲ　主要事項
第４　人材育成の強化や就職氷河期世代、高齢者、女性等の多様な人材の活躍促進
８　女性活躍・男性の育児休業取得の促進
（１）女性活躍推進法の対象拡大に向けた中小企業への支援等
（６）母性健康管理措置による有給休暇制度導入等への取組支援

令和４年度要求に
向けた事業の

方向性

１　　働く女性の健康保持増進等に関するサイトに母性健康管理に関するサイトを統合し、より一元的な情報提供・周知啓発を実施すること
を検討。
２　サイトの統合等の効率化により、減額する方向で検討。

令和３年度目標の
目標設定の理由、
その水準の考え方
（アウトカム指標
設定が困難な場
合はその理由）

【アウトカム指標】
１　適切な母性健康管理対策の実施という目的から、利用者のニーズに応じた情報等の提供が必要であるため、メールによる相談について
高い満足度を得られるよう目標値を設定した。
２　女性の就労支援の全国的な底上げという目的を達成するため、コロナ禍における働き方等、利用者のニーズに応じた情報提供を行って
いくことが今後の課題であることから、十分な理解・満足を得られた割合として、それぞれ目標値95％を設定。
３　雇用環境・均等部（室）では社会的問題となっている雇用の場における妊産婦への不利益取扱いに係る対応や、コロナ禍における、働く
女性の母性健康管理に係る問題など、今後も、事業主に対する法の周知や履行確保の徹底、労働者からの相談に対する対応等の業務量
の増加が予想される。業務量の増加にあたっては、人員の適切な配置や端末台数の見直し等を行うことにより対応する予定である。特に端
末については、必要に応じた配置や改修を行う等の業務の効率化を図ることによって、業務システム最適化計画の実施により見込んできた
年間216.6人日の業務処理時間削減という水準を維持できるように努めるもの。

【アウトプット指標】
１　適切な母性健康管理対策の実施という目的から、女性労働者や事業主等に対し、母性健康管理に関する情報提供・周知啓発をより一層
行うことが必要であるため、昨年度までの実績、特に令和元年度までの実績を踏まえ、アクセス件数についても、引き続き維持を図ることとし
た。
２　女性の就労支援の全国的な底上げという目的を達成するため、未利用者・地域へのより一層の周知及び利用機会の提供が今後の課題
であることから、相談件数・セミナー開催回数を目標値として設定した。相談件数については前年度実績(576件）を踏まえ600件、セミナー回
数については各都道府県において１回程度の開催を目安として47回とした。
３　事業主に対する法の周知や履行確保の徹底、労働者及び事業主からの相談への対応等のためには、システムが安定的に稼働している
必要があることから、システム稼働率99.9%以上という水準を維持できるように努めるもの。
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事 業 番 号
（令和３年度）

42

事 業 番 号
（令和２年度）

49

目的及び必
要性

（何のため）

対象
（誰／何を
対象に）

事務・事業
のスキーム
（決定ス
キームを含
む）

実施
体制

30年度予算
額

（千円）

令和２年度
予算額
（千円）

133,727
（１）106,502
（２）27,225

令和３年度
予算額
（千円）

199,331
（１）106,238
（２）93,093

30年度決算
額

（千円）

令和２年度
決算額
（千円）

114,425
（１）106,502
（２）7,923

30年度
予算執行率
（％）

令和２年度
予算執行率
（％）

85.6
（１）100.0
（２）29.1

Ａ

２年度目標を達成（未達成）
の理由（原因）
・今後の課題

（１）
新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、研修予定コース90コースのうち、複数回実施のものを１～2回に集約し52コースとした。このうち24コースが中止また
は資料送付となったため。28コースについてはオンライン代替等により実施した。
（２）
施設・整備に関する計画等に基づき、経営会議等において進行管理を適切に実施したことで、目標を達成することができた。

97.1
（１）100.0
（２）93.8

100.0%
（１）100.0
（２）99.9

94.4%
（１）100.0
（２）90.0

29年度
予算執行率
（％）

令和元年度
予算執行率
（％）

２
年
度
実
績

アウトカム
指標

【（１）○（２）○】

29年度決算額
（千円）

令和元年度
決算額
（千円）

195,730
（１）106,986
（２）88,744

160,778
（１）106,820
（２）53,958

229,989
（１）106,660
（２）123,329

（政策統括官付政策統括室）

事業名 独立行政法人労働政策研究・研修機構の運営費・施設整備費

事業の別
安全衛生確保等事業（根拠法令：独立行政法人労働政策研究・研修機構法第12条、
労働者災害補償保険法第29条第1項第3号） 担当係 調整第三係

実施主体 （独）労働政策研究・研修機構

29年度予算額
（千円）

201,611
（１）106,986
（２）94,625

160,815
（１）106,820
（２）53,995

令和元年度
予算額
（千円）

243,693
（１）106,660
（２）137,033

事
業
／
制
度
概
要

これ以降については（１）において運営費、（２）において施設整備費、について記載を行う。
（１）
労働行政職員研修は、地方組織も含めた全国の労働行政職員に対し、法令等に基づいた施策の適正かつ的確な遂行を担保するために必要となるノウハウ等を体
系的・継続的かつ斉一的に教授することを通じて、労働政策を効果的かつ効率的に推進するための基盤を提供しているものである。このうち、労働基準監督や安全
衛生等に関する研修は、労働行政の現場で、適切な施策の実施のために必要なものであり、労働者の安全衛生の確保等を図るという趣旨から、社会復帰促進等
事業で行うことが必要である。
（２）
労働基準監督や安全衛生等に関する研修は、労働行政の現場で、適切な施策の実施のために必要なものであり、労働者の安全衛生の確保等に資するものである
ことから、その研修の実施主体である（独）労働政策研究・研修機構労働大学校の施設の老朽化等を勘案し、計画的な改修、更新を進めることは社会復帰促進等
事業で行うことが必要である。

（１）労働行政職員
（２）（独）労働政策研究・研修機構の施設・設備

（１）
成果目標を含む事業の大枠については、国が決定する中期目標を受け機構において策定する中期計画等で定めている。
具体的な研修内容等については、厚生労働省のニーズを把握した上で、機構において毎年度、研修実施計画を策定している。
（２）
中期計画等で施設・設備の具体的な改修・更新計画を定めており、これに基づき、（独）労働政策研究・研修機構から国に対して施設整備費補助金の交付申請が
あった際は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助金の交付が適正であるかの確認を行っているほか、工事終了後は補
助事業等実績報告書や工事現場写真等の施工状況の分かる資料の速やかな提出を求め、また、聞き取り調査による確認も行い、十分に精査したうえで交付を決
定する。

（独）労働政策研究・研修機構により実施

理由（原因）を
踏まえた改善
すべき事項
・今後の課題

（１）令和３年度は、集合研修の再開に向けて、新型コロナウイルス感染症感染防止に万全を期すため、研修、宿泊生活等における必要な対策の検討を行い、保健
所に内容確認を行いながら対応マニュアルや備品等の整備を行った。また、令和３年度においては、厚生労働省の方針により第１四半期及び第２四半期は集合研
修が中止となり、可能なものはオンラインでの実施となっているため、令和２年度のオンラインで実施した実績を活かし、確実かつ効果的なオンライン研修を実施す
ることに努めている。

評価 B

　令和３年度
　　雇用勘定予算額
　　　　　1,964,397（千円）
　　一般勘定予算額
　　　　　　406,267（千円）
※予算執行率は行政経費を
　　考慮していない。

令和元年度評価と
それを踏まえた
令和３年度事業の

見直し

令和元年度評価 成果目標を達成しているところであり、引き続き施策を継続

（１）
①及び②　研修生及び当該研修生の上司に対する事後調査につい
ては、４月から８月の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
により集合による研修を中止していたため実績はないが、代替の評
価指数としてオンラインによる研修における「研修終了直後に実施す
る研修生に対するアンケート」での「有意義度」を用いると、その回答
率は93.9％で、第３期中期目標で掲げた達成目標値85%以上を上回
る結果であった。
【目標達成の理由】
コロナ禍にあって、厚生労働省と協議を重ね、オンラインによる研修
環境の構築を図り、研修の受講者数、質の維持に努めたため。
（２）
①達成（令和２年度においては、「契約監視委員会」を４回開催し、
契約の点検等を実施した。
②達成（契約締結状況をホームページで公表した。）
【目標達成の理由】
施設・整備に関する計画等に基づき、経営会議等において進行管理
を適切に実施したため。

アウトプット
指標

（１）研修実施コース数（80コース以上）
（２）令和２年度施設整備に関する計画に基づき、経営会
議等において進行管理を適切に実施するなどして、施設・
整備の計画的な改修・更新を進める。

アウトプット
指標

【（１）×（２）○】

（１）
未達成（新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、研修予定
コース90コースのうち、複数回実施のものを１～2回に集約し52コー
スとした。このうち中止もしくは資料送付とされた24コースを除く28
コースについてオンライン代替等により実施した。）
（２）
達成（令和２年度施設整備に関する計画に基づき、労働大学校にお
いて、排水管厚生工事を実施した。）
【目標達成の理由】
施設・整備に関する計画等に基づき、経営会議等において進行管理
を適切に実施したため。

２
年
度
目
標

アウトカム
指標

（１）①研修生に対する事後調査（修了後半年から１年程
度）により、毎年度平均で85％以上の者から、業務に生か
せているとの評価を得ること。
②当該研修生の上司に対する事後調査（修了後半年から
１年程度）により、毎年度平均で85％以上の者から役に
立っているとの評価を得ること。
（２）①「独立行政法人における調達等合理化の取組の推
進について」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、
監事及び外部有識者によって構成する「契約監視委員会」
を設置し、年2回以上開催し、適正な入札参加要件の設定
や告示期間の十分な確保など、契約の点検及び適正化を
実施する。
②契約状況については、（独）労働政策研究・研修機構の
ホームページで公表する。

予算額又は手法等を見直し

令和３年度
事業概要

令和２年度と同様
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令和３年度予算概算
要求の主要事項
との関係

―

令和４年度要求に
向けた事業の
方向性

引き続き実施

令和３年度目標
（アウトカム指標）

（１）①研修生に対する事後調査（修了後半年から１年程度）により、毎年度平均で85％以上の者から、業務に生かせているとの評価を得ること。
②当該研修生の上司に対する事後調査（修了後半年から１年程度）により、毎年度平均で85％以上の者から評価を得ること。
（２）
①「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、監事及び外部有識者によって構成する「契約監視
委員会」を設置し、年2回以上開催し、適正な入札参加要件の設定や告示期間の十分な確保など、契約の点検及び適正化を実施する。
②契約状況については、（独）労働政策研究・研修機構のホームページで公表する。

令和３年度目標
（アウトプット指標）

（１）研修実施コース（7０コース以上）
研修コースについては、新型コロナウイルス感染症の影響により新たな研修手法としてオンライン研修を導入するほか、集合研修については収容人数を縮小して実
施することとしており、それぞれの研修方法の特徴を踏まえつつ、引き続き新たな厚生労働省の行政ニーズに迅速・的確に対応した研修コース・科目の設定やその
円滑な運営を図るとともに、事例研究や演習、経験交流等、現場力の強化に資する真に必要な研修を効果的に実施することにより、研修を受講する職員等が、現
場においてそれらの知識や技能を最大限活用して業務を遂行し、円滑な労働行政が推進されることに貢献する。
（２）令和３年度施設整備に関する計画に基づき、経営会議等において進行管理を適切に実施するなどして、施設・整備の計画的な改修・更新を進める。

令和３年度目標の
目標設定の理由、
その水準の考え方
（アウトカム指標
設定が困難な場
合はその理由）

独立行政法人労働政策研究・研修機構の第４期中期目標・中期計画に定めた数値目標を設定。
なお、アウトプット指標については、毎年度策定する研修実施計画において定めた数値目標を踏まえ設定している。
【目標設定の理由及び水準の考え方】
（１）
・研修ニーズへの的確な対応、研修生のその後の実務における研修効果の発現の程度を測るアウトカム指標として、研修を受けた当事者及びその上司の有意義
度評価を採用した。
・目標水準については、第３期中期目標期間（平成24年度～平成28年度）の実績を踏まえ、その目標水準を上回る水準を設定することとした。
（２）
「独立行政法人労働政策研究・研修機構施設整備費」は、同機構の施設、設備の改修、更新等を行う事業であり、利用者の満足度等の測定になじまないが、それ
に代わり、施設の改修、更新を適切に実施するための目標を設定した。
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